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大規模遊休資産に係る PRE 戦略の推進について
― 廃校の利活用にあたっての課題と、その解決のために ―
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１．概論

（1）PRE 戦略の推進

我が国においては、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律の施行や新地方公会計制度改

革等を受けて、地方公共団体における不動産の

合理的な取得・管理・処分等が求められており、

地方公共団体が所有・利用する不動産について、

公共・公益的な目的を踏まえつつ、VFM（Value

for Money）の視点から、不動産投資の効率性

を最大化するための「PRE（Public Real Estat

e）戦略」について、2009 年（平成 21 年）5月

に国土交通省において「PRE 戦略を実践するた

めの手引書」が作成され、公表された。

神奈川県横浜市をはじめとして、一部の自治

体において先進的な事例がみられているが、多

くの地方公共団体が公的不動産のマネジメント

の必要性を感じているものの、全庁的・計画的

な不動産管理、資産活用に関するノウハウ、人

材の確保等の必要な取り組みがなされていない

状況であり、国においては先進的な PRE 戦略実

践の過程を支援する PRE 戦略モデル事業を通じ

て、地方公共団体における PRE 戦略実践のノウ

ハウ蓄積・人材育成を図り、適正な情報整備・

提供等の取り組みと合わせて、我が国の不動産

市場の活性化と合理的な土地利用および地価の

形成が実現するよう、国として誘導を図ってい

く必要があるとしている。

（2）福知山市の人口減少の状況

京都府の北西部に位置し、京都府綾部市、舞

鶴市、兵庫県丹波市、豊岡市等に隣接する福知

山市は、2006 年（平成 18 年）に旧福知山市、

旧三和町、旧夜久野町および旧大江町の 1 市 3

町が合併し、総面積は 554.54 平方キロメート

ル、人口約 7 万 7000 人の典型的な地方都市で

ある。

全国的な人口減少社会となっている昨今、福

知山市もその例にもれず、人口減少が続いてい

るが、そのなかでも市内の人口を地区別にみた

場合では、中心部と周辺部で大きな格差がある。

次ページの表 1 は、市内の各地区を、2006

年（平成 18 年）の合併時の旧福知山市、旧三

和町、旧夜久野町および旧大江町に分け、さら

に旧福知山市内の地区については、地区内に福

知山市都市計画における市街化区域を含む地区

か否かに分けたものである。

旧福知山市では、2010 年（平成 22 年）から

2015 年（平成 27 年）の間で 1 ％の人口増とな

っているが、旧 3 町はいずれも 10 ％以上の人

口減少、また、旧福知山市内の地区においても、

市街化区域を含む中心部エリアと、市街化調整

区域をはじめとする周辺部エリアに分けた場合、

中心部は 2.7 ％の人口増に対し、周辺部では 8.

5 ％の人口減となっており、旧福知山市内であ

っても人口減少に大きな格差がみられる。

つまり、福知山市では、旧 3町エリア及び旧

福知山市内の市街化調整区域をはじめとする周

辺部エリアにおいて人口減少が顕著にみられて
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表 1 福知山市の人口減少の状況

おり、老朽化の進む地区内の集会施設や農業施

設等の維持管理、閉園・統廃合となった保育

園・小学校をはじめとする教育施設の施設管理

等が、持続可能な自治体運営にとって大きな課

題となっている。

２．大規模遊休資産の活用

（1）福知山市の公共施設マネジメント

福知山市では、2015 年（平成 27 年）3月に、

今後、老朽化し改修や維持管理に要する費用が

ますます増加していく公共施設について、今後

のあり方を調査・研究し、取り組みの方向付け

を行うことを目的に、「福知山市公共施設マネ

ジメント基本計画」（公共施設等総合管理計

画）を策定しており、2015 年（平成 27 年）度

から 2017 年（平成 29 年）度までの累計削減面

積は 13,107 ㎡、全市的な計画達成率は 28.9 ％

となっている（次ページ表 2参照）。

計画達成率が 60 ％以上で、進捗が順調なも

のとしては、施設の統廃合について全市的な流

れとして認知されており、各地区における合意

形成が比較的順調に進んでいる消防団施設や、

老朽化により再利用の可能性が低い幼稚園等、

老朽が激しく近年の利用が減少または実績のな

い福利厚生施設があげられる。

次に、計画達成率が 40 ％以上で進捗がやや

遅れているものとしては、完了が 1件のみにと

どまっている保健センターや、一定の進捗がは
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計画達成率
件 ㎡ 件 ㎡ （％）

公用施設 7 2,878 18 2,032

教育施設 3 5,413 1 278 5.1

公営住宅 5 4,774 6 1,331 27.9

市民文化系施設 39 6,760 8 1,306 19.3

医療施設 2 182 0 0 0

子育て支援施設 11 5,053 7 3,038 60.1

保健・福祉施設 6 3,389 1 1,515 44.7

産業系施設 52 7,706 15 3,319 43.1

観光・宿泊（研修）施設 8 1,823 0 0 0

生涯学習系施設 12 6,959 2 12 0.2

その他 3 360 2 276 76.7

総   計 147 45,298 60 13,107 28.9

削減実績削減目標
用途別分類

表 2 用途別進捗状況

かれているものの、施設総数が多く利用者組織

等との譲渡等に向けた協議・調整に時間を要し

ている農業施設等があげられる。

計画達成率が 40 ％未満で進捗が遅れている

ものとしては、用途廃止を行っているものの新

たな利活用を開始していないため、未完了であ

る小学校等の廃校や、公営住宅や集会施設、診

療所等の医療施設、観光・宿泊（研修）施設、

体育施設の統合・廃止について利用者・住民等

との合意に向けた協議が進んでいない生涯学習

系施設があげられる。とりわけ、そのなかでも

1 施設の延床面積が大きく、維持管理や除却等

に多大な経費が発生するのが、小学校等の廃校

や公営住宅等の大規模施設である。

（2）大規模遊休施設の利活用に向けた考え方

公共施設の利活用を検討するにあたっては、

地域における生活拠点の配置、安心・安全な環

境の整備、交通手段の確保等、住民が自ら地域

の将来像を考え、本当に必要な公共施設を選択

することが重要であり、とくに旧学校施設の利

活用については、それが地域コミュニティの中

心に位置していたこともあり、住民の関心も高

く、行政においても地域住民の意向をよりいっ

そういっそう配慮して活用を検討する必要があ

る。各地域においても利活用について検討が行

われているが、施設規模が大きく、複合的な利

活用でないと施設全体を有効に利活用できない

ため、具体的な検討が進みにくいという大きな

課題も含んでいる。

まず、持続可能な地域づくりの視点から、地

域で利活用について検討を行うことが大前提で

あり、地域から具体的な利活用案が提示されれ

ば、それをもとに利活用の実現に向けて、行政

においても協議・検討が行われる必要がある。

しかしながら、上段で触れたように、一定期

間、地元でも利活用の検討を行ったが、具体的

な要望等がない場合については、民間事業者の

ノウハウ等を生かした幅広いアイデアを募集し、

新たな利活用について広く検討を行うためのサ

ウンディング型市場調査（※）等を実施し、増加

する大規模遊休資産についても、積極的に情報
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を発信し、民間のニーズや動向の把握に努め、

利活用を図っていくことを検討しなければなら

ない。

※サウンディング型市場調査

地方自治体が所有する土地などの有効活用に向

けた検討にあたって、活用方法について民間事業

者から広く意見や提案を求め、対話を通じて市場

性等を把握するもの。

３．廃校の利活用

（1）福知山市の廃校利活用の取り組み

福知山市では、人口減少の進む旧 3町エリア

や周辺部エリアをはじめとする地区における、

児童数の減少にともない、小・中学校の統廃合

等の再編を進めており、2013 年（平成 25 年）

以降で 16 校が廃校となる。

廃校は、地域の財産という位置づけと持続可

能な地域づくりの観点から、第一には、地域で

活用を検討することとしている。地域の意見を

反映させるため、地域が希望する活用方法を市

と調整し、民間事業者のニーズを把握したい場

合はサウンディング型市場調査を実施し、持続

可能で発展性のあるまちづくりのため、民間事

業者による廃校の利活用に向けた取り組みを進

めている。

今後においては、1 日でいくつかの廃校の調

査を行うツアー形式や、随意契約型のサウンデ

ィング型市場調査等、先進事例の調査・研究を

行い、マネジメント計画推進の大きなカギとな

っている大規模遊休資産である廃校の活用を進

めているところである。

（2）廃校利活用に係る課題

廃校は、学校の建設時において、将来その用

途が変更されることを想定しておらず、また、

公共の目的で使用されていることから、不動産

登記法に基づくいわゆる未登記物件であるケー

スが多く存在する。廃校の利活用にあたっては、

一般の不動産として取り扱ううえで、廃校特有

のさまざまな課題を、活用目的や活用方法に合

わせて解決する必要がある。

よくある課題としては、敷地内への民有地・

里道水路等の混在、隣地との境界確定、敷地の

地積測量に長期間を要することや、開発に係る

各種法令（都市計画法・建築基準法・文化財保

護法等）への対応である。

廃校の利活用を行う民間事業者にとっては、

サウンディング型市場調査から公募、賃貸借等

の契約、事業着手に至るまでの間に、これらの

課題を一つひとつ解決したうえでの利活用の実

現（事業の開始）となるため、年単位の長期間

を要する点について十分理解が必要であるとと

もに、それらの解決すべき課題について、サウ

ンディング型市場調査の参加者募集の段階から、

利活用希望者に念押ししておくことも肝要であ

る。

４．今後の取り組み

（1）市街化調整区域内の公共施設

先に述べたとおり、廃校の利活用にあたって

は、敷地内の調査や境界確定・地積測量に長期

間を要することに加え、市街化調整区域におけ

る用途変更の制限が大きな課題となっている。

2020 年（令和 2年）4月 1日現在、福知山市

公共施設マネジメント基本計画における削減目

標の延床面積 101,800 ㎡のうち、譲渡等の方針

を決定している施設を除いて、市街化調整区域

内に存在する公共施設の延床面積は 35,859 ㎡、

削減目標の約 35 ％を占めており、市街化調整

区域内に存在する廃校の利活用も、PRE 戦略の

推進にとって避けて通れない課題の一つとなっ

ている。

（2）国等の取り組みと今後について

これら市街化調整区域における開発について、

国では「開発許可制度運用指針の一部改正に関
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する技術的助言（2016 年（平成 28 年）12 月 2

7 日・国土交通省）」において、市街化調整区

域の既存建築物の用途変更に対する許可の運用

の弾力化を示している。

また、栃木県では「市街化調整区域内の未利

用公共施設の利活用促進に向けた開発許可基準

について（2019 年（平成 31 年）1 月 1 日運用

開始・県土整備部都市計画課）」で、市街化調

整区域において、従来の農産物直売所に加え、

観光農園や農村レストラン等のより幅広い機能

を持つ都市農村交流施設の立地を認めるなど、

地元市町村発意の地域再生に資する用途変更を

認める開発許可基準を新設することにより、市

町村よる地域活性化に向けた取り組みを促進し

ている例もある。

今後においては、これらの取り組みを全国的

な流れとすることで、地方公共団体における不

動産の合理的な管理・処分につなげ、PRE 戦略

を推し進めることで、持続可能な自治体運営に

資する地域再生や既存コミュニティの維持・活

性化を、さらに図ることが必要である。
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